


【国保】 
 

D-452 KL-6（間質性肺炎）（治療がある場合における回数） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、間質性肺炎の治療中における KL-6 の算定は月 1 回まで認

められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 KL-6 は間質性肺炎の線維化マーカーとして有用であるが、間質性肺炎

の治療中であっても頻回に測定する必要性は乏しく、月 1 回までの算定で

十分であると整理した。 

 

○ 留意事項 

 「月 1 回」というのは、連月の算定を示しているものではない。 

 


